
特定非営利活動法人フレンズ・ウィズアウト・ア・ボーダーJAPAN役員報酬規程

1)役員報酬は、以下、定款に定める。

(報酬等)

第 19条  役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2   役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3   前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、代表が別に定める。

2)役員報酬は、当面の間、支給しないものとする。

3)役員報酬の支払いが生じる場合は、理事会で議決し、役員報酬規程を変更する。

付  貝」

1)こ の規程は 平成 29年 12月  7日 より施行する。



特定非営利活動法人フレンズ・ウィズアウト・ア・ボーダーJAPAN給与規程

第一章  総則

(目 的)

第 1条

この規程は、就業規則 (以下「規則」という)第 36条に基づいて、社員の賃金に関する事項を定

めたものである。

(適用範囲)

第2条

この規定は、規則第2条―(1)に定める社員に適用する。

(賃金の支払形態)

第3条

賃金の支払形態は、基本給および諸手当とする。

第二章  賃金の支払

(計算期間および支払日)

第4条

賃金は、1日 から末日までの分を翌月25日 に支給する。

2.前項の賃金支給日が金融機関休業日にあたるときは、翌営業日に繰り下げて支給する。

(支払原則および控除)

第5条

賃金は本人名義の銀行 日座に、直接、全額を支払う。

2.前項にかかわらず、次に掲げるものは支払の際控除する。

(1)所得税

(2)住民税

(3)雇用保険料

(4)健康保険料

(5)介護保険料

(6)厚生年金保険料

(7)社員代表との協定で定めたもの



第二章  基本給の更改

(基本給の更改)

第6条

昇給に関しては、本人の業績、勤務年数を考課し、理事会で決定する。

第四章  諸手当

(通勤手当)

第7条

通勤に関する交通費は、その者が公共交通機関を利用した合理的な通勤経路の1か月分の

通期代を支給する。

2.入退社などの理由により支給日数が1か月を下回る場合は、通勤交通費を日割計算した場

合と、1か月分の通勤定期代を比較し、金額が少ない方を支給する。

付  則

1.こ の規程は 平成 29年 1月  1日 より施行する。

2.この規程の一部を改訂 し、平成 29年 9月 1日 から施行する。



書式第 17号 (法第 55条関係 )

特定非営利活動促進法第 54条第 2項第 3号に定める事項を記載した書類

法人名
特定非営利活動法人
フレンズ・ウィズアウト・ア・ポーダーJAPAN 事 業 年 度

平成 31年 1月 1日 ～

令和 1年 12月 31日

1 資金に関する事項 [①収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項]

※ 丸数字は、特定非営利活動促進法第 54条第 2項第 3号に定める事項の詳細について規定している特定非営利活動

(1)収益の源泉別の明細

(2)借入金の明細

借 入 先 金    額

な し 円

円

円

円

円

〈
ロ 計 円

(3)その他

な し

収 益 源 泉 の 内 訳 金    額

正会員受取会費

受取寄付金

助成金収入

普及活動収入

収益事業収入

684,000円

123,153,481円

1,993,659円

272,707円

6,217,468円

受取利息

為替差益

雑収入

6,725円

423,485円

4,526円

円

円

円

円

円

円

ノヽ
ロ 計 132,756,051円

促進法施行規則第 32条第 1項各号に対応しています。以下同じです。



2 資産の譲渡等の内容に関する事項 [②資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項]

(1)資産の譲渡に係る料金及び条件等

譲 渡 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

(2)資産の貸付けに係る料金及び条件等

貸 付 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

(3)役務の提供に係る料金及び条件等

役 務 の 提 供 の 内 容 料 金 条  件  等

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円



3 取引の内容に関する事項 [③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の生ずる取引
及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ
第一順位から第五順位までの取引 口 役員等との取引]

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

譲 渡

年月日
譲 渡 価 格 譲渡資産の内容等

Rl.6.24 4,212円 グッズ販売

I131.3.22 3,024円 グッズ販売

円

円

円

円

円

円

円

円

(1)収益の生ずる取引の上位 5者

(2)費用の生ずる取引の上位5者

(3)役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引

イ 資産の譲渡 (棚卸資産を含む。)

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 ワ1 内 容 等

17,771,619円 寄附金

10,000,000円 寄附金

5,321,000F[] 寄附金

5,319,404円 寄附金

5,319,404円 寄附金

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

48,457,658円 運営資金

39,202,626円 助成金

給与

給与

3,056,789円
イベント会場費、飲食代、

荷物運搬費



口 資産の貸付け (金銭の貸付けを含む。)

ハ 役務の提供 (施設の利用等を含む。)

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

貸 付

年月日
対 価 の 額 譲渡資産の内容等

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

役務の提

供年月日
対 価 の 額 役務提供の内容等

H31.1.1

Rl.12.31

600,000円 原稿料

円

円

円

円

円

円

円

円

円



4 寄附者に関する事項 [④寄附者 (役員、役員の親族等で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が
20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日]

5 給与の総額等に関する事項 [⑤給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項]

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

3人 6,527,7661]

氏 名 寄 附 金 額 受 領 年 月 日

60,000円

29,400円

45,000円

200,000円

140,000円

Iitl.9.24

Rl.10.23

Rl.10.23

Rl.11.1

Rl.11.1

500,000円

円

円

円

円

Iitl.12.25

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



6 支出した寄附金に関する事項 [⑥支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日]

7 海外への送金等に関する事項 [⑦海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並び
にその実施日]

支出年月日 支出先の名称 所 在 地 寄附の目的等
支出した寄附金

額

Rl.12.23

Rl.12.26

医療活動への助成金

医療活動への助成金

10,000,000 FI]

29,202,626円

円

円

△

計 39,202,626円

実  施  日 使 途 金   額

I131.2.25

H31.1.28

H31.3.27

I131.4.22

Rl.5.29

Rl.6.25

Rl.7.25

Rl.8.23

Rl.9.25

Rl.11.4

Rl.11.26

Rl.12.4

ラオスの の運営・教

育・予防事業の資金

ラオスの の運営・教

育・予防事業の資金

ラオスの の運営・教

育・予防事業の資金

ラオスの の運営・教

育・予防事業の資金

ラオスの の運営・教

育・予防事業の資金

ラオスの の運営・教

育・予防事業の資金

ラオスの の運営・教

育・予防事業の資金

ラオスの の運営・教

育・予防事業の資金

ラオスの の運営・教

育・予防事業の資金

ラオスの の運営・教

育・予防事業の資金

ラオスの の運営・教

育・予防事業の資金

ラオスの の運営・教

育・予防事業の資金

4,417,808円

3,280,500円

3,315,900円

3,359,700円

3,278,400円

3,218,400円

3,246,600円

3,199,800円

3,213,300円

3,240,900円

6,543,600円

8,142,750円

Rl.12.23

Rl.12.26

への助成金

への助成金

10,000,000円

29,202,626円

円



書式第7号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 3表 ) (初葉)

法人名 特定非営利活動法人 フレンズ・ウィズアウト・ア・ボーダーJAPAN チェック欄

3運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること

(1)役員及びその親族等

(2)特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等
口 各社員の表決権が平等であること

′

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は帳簿書類の備付け、取引の記

録及び帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること
二 支出した金銭の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

イ

に 1)

ω:2)

各欄の人数等は、第3表付表1「役員の代別 から転記してください。

③吸め については 小数点以下第2位を切り捨てた数値を記載してくださιヽ

ロ

項  目

区  分

役員数

最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

割

(②÷③

最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグリレープの人数

割

(④■①)

① ② ③ ④ ⑤

④
平31年 1月 1日～

令 1年 12月 31日 10人 0人 0% 0人 0%

⑮ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

申 請 時
人 人 % 人 %

各社員の表決権が平等である ③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

∝意ヨ0
・ 認定基準等チェック表 (第 3表)|よ 法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時においても記載及び添

付する必要があります。その場合、上記口の記載の必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たって|ム 法第55条第1項に基づく書類(役員報酬規程等提出書類Dに記載した事項について、

添付を名略することができます。

上記を証する書類の名称とその内容等
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項 目 ③ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申請時

会計について公認会計士又は監査法人の監査を受け

ている いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

帳簿書類の備付は 取引の記録及び帳簿書類の保存

を青色申告法人に準じて行っている
し

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

項 目 ③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の記

載がある等の不適正な経理の有無
有・① 有 毎

（ 有・無 有 佃
小 有・無 有・無 有・無

第3表 (次葉)

(注意1事0
認定の有効期間の更新の申請に当たっては 法第 55条第1項に基づく書類 (役員報酬間程等提出書類)に記載した事項について、改

めて記載する必要はありません。

聰定基響宇チェック莉 悌 3詢 言調 t要領

記載要領の補足

〇 二において、「費途が明らかでないもの」と|よ 法人が費用として支出した金額のうち、その費途を確認することができないも

のをいい、法人が名目に関わらず支出した金銭でその費途が明らかでないものが、これに当たります。 なお、意図的にその支出先を

明らかにしない支出がある場合も、当然に「費途が明らかでないもの」があることになり、認定を受けることはできません。

項    目 記 載 要 領 注 意 事 項

イの各欄 区分欄の「①～①」の各欄には、実績判定期間の各事業

年度 (又は各年)を記載します。

第3表付表1「役員の様地 を記載して、「①」、「②」

及び「④」の各欄に該当する人数を転記します。

口の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

「上記を証する書類の名称とその内容等」欄には、例え

ば、「定款 (又は会貝0第C条に『各正会員の表決権は、

平等なものとする』と規定」のように記載します。

「上記を証する書類の名称とその内容

等」欄には証する書類の内容を文言のと

おりに記載します。

ハの各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「①」から「①」について,よ イに記載する各期

間 (「④」から「①」)を示したものです。

① 「会計について公認会計士又は監査

法人の監査を受けている」の [墜い

に「○」した場合に1ま監査証明書を添

付してください。

② 「帳簿書類の備付
'大

取引の記録及

び帳簿書類の保存を青色申告法人に準

じて行っている」の 「はい」に「o」

した場合には、第3表付表 2「帳簿組

織の力地 を記載し添付してくださ

い。

二の各欄 該当する一方を「〇」で囲みます。

なお、「①」から「①」についてlよ イに口己赫 る各期

間 (「①」から「①」)を示したものです。



書式第8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 員 の 状 況 第 3表付表 1

役 員 の 内 訳

氏  名 住  所 職名
続柄

等

就 任 等 の 状 況

④ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申請時
就任・退任

年月日

松島 彰雄

井津 建郎

竹地 春海

赤尾 和美

高橋 大輔

理事

理事

理事

理事

理事

○

○

○

○

○

H15/2/20

就任

I115/2/20

就任

H20/6/13

就任

H20/6/13

就任

H24/12/8

就任

堀 成美

戴 波留美

中小路 太志

渡邊 淳子

熊井 昌広

理事

理事

理事

理事

監事

○

○

○

○

○

H26/9/7

就任

H28/3ノ 19

就任

H28/3/19

就任

H28′ 3/19

就任

I115/2/20

就任

(注意事項 )

認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に配載した事

項について、添付を省略することができます。

法人名
特定非営利活動法人フレンズ・ウィ

ズアウト・ア・ボーダーWぶ
④ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

役  員  数 10人 人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人 人



塁重重L主菫

特定非営利活動法人

フレンズ・ウィズアウ ト・ア・ボーダーJAPAN
代 表  赤 尾 和 美 様

令和 2年 2月 25日

公認会計士

“

当監査人は、特定非営利活動法人フレンズ・ウィズアウト・ア・ボーダーJメV)ANの 、

平成 31年 1月 1日 から令和 1年 12月 31日 までの事業年度の計算書類、すなわち、

活動計算書及び貸借対照表並びに財産目録について監査を行いました。

監査の結果、上記の計算書類及び財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認

められるNPO法 人の会計の基準に準拠して、当該計算書類及び財産目録に係る期間

の活動に係る事業の実績及び財政状態に関する真実な状況をすべての重要な点におい

て、適正かつ明瞭に表示しているものと認めます。

なお、法人と私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はあり

ません。

以 L



監 萱__担_豊_豊

特定非営利活動法人

フレンズ・ウィズアウ ト・ア・ボーダーJAPAN
代 表  赤 尾 和 美 様

+tpz+V n 5 a

特定非常利活動法人

フレンズ・ウィズアウト・ア・ボーダーJAPAN

監 事

負ヨイじ

`琲

私は、特定非営利活動推進法第 18条 の規定に基づき、平成 31年度 (平成 31年 1

月 1日 から令和元年 12月 31日 まで)の特定非常利活動法人フレンズ・ウィズアウ ト・

ア・ボーダーJAPANの業務及び財産の状況について監査を実施いたしました。

監査の方法は、重要な会議の議事録その他の重要資料を開覧するほか理事から事業

の報告を聴取し、また財産の状況については証拠書類の間覧、照合、質問等の合理的

な保証を得るための手続きを行いました。

監査の結果、法人の業務の執行に関しては法令及び定款に違反する重大な事実はな

く、平成31年度の特定非営利活動法人フレンズ・ウィズアウ ト・ア・ボーダーJAPAN

の財産の状況は適正なものと認められます。

以 上



法人名 特定非営利活動法人 フレンズ・ウィズアウト・ア・ボーダーJAPAN

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 記帳の時期
保存 期

間

総勘定元帳 会計ソフト Ceee)、 ルー

ズリーフ、エクセル、

随時 7年

現金出納帳 会計ソフト Ceee)、 ルー

ズリーフ、エクセル、

随時 7年

預金出納帳 会計ソフト (■∝唸〉、

リレーズリーフ・エクセル

俳貨のの

随時 7年

棚卸資産台帳 ノレーズリーフ、エクセル 随時 7年

寄付者名簿 ノレーズリーフ、エクセル 随時 7年

仕訳日記帳 会計ソフト 鮨∞e)、 エク

セル

随時 7年

給与台帳 リレーズリーフ、エクセル 月 1回 7年

書式第9号 (法第44条・51条・584陽5尋憫ミ)

帳 簿 組 織 の 状 況 第 3割 1寸

表2

(記鞭目詢
. 「伝票又は帳簿名」欄は、例えば「入金伝環し、「出金伝票」、「振替園和、「現金出納帳」、「総勘定元帳」などのように記載します。
. 「左の帳簿等の形態」欄は、「単票」、ワレーズリーフ」、晴菫丁帳奪」などのように記載します。
. 晴己中影D時期」欄は、弔翻寺」、「毎日」、「―週間ごと」のよう日 3成します。
.認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類Dに記載した内容に変更

がないときは、添付を省略することができます。



書式第10号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表 (第 4表) 吻 動

法人名 特定非営利活動法人 フレンズ・ウィズアウト・ア・ボーダーJAPAN チェック欄

4 事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教活動又1』眈1台舌動等を行つていないこと

口 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法

人と当法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当

法人の財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う

者、上記イの活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上

であること

二 実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

イ

ロ

項 目 ◎ ⑤ ◎ ③ ◎ ① 申請時

宗教の教義を広め、儀式を行い、及び信者

を教化育成する活動
有・① 有 ・ 無 有 鉦 有 征 有 鉦 有 笠 有 生

政治上の主義を推進し、支持し、又はこれ

に反対する活動
有・① 有 鉦 有 霊 有 征 有 征 有 鉦 有 鉦

特定の公職の候補者若しくは公職にある者

又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに

反対する活動

有・① 有 。無 有 。無 有 。無 有 鉦 有 鉦 有 生

項 目 ② ⑤ ◎ ① ◎ ① 申請時

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人

とその活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に

対する報酬の支給の状況等に照らして、当法人の役員に対

する報酬の支給として過大と認められる報酬の支給その他

役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益の供

与の有無

有・① 有・無 有。無 有・無 有・無 有・無 有・無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当

該資産のその譲渡の時における価額に比して著しく過少と

認められる資産の譲渡その他役員等又は役員等が支配する

法人と当法人の間の資産の譲渡等に関して特別の利益の供

与の有無

有・① 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事

業の運営に関して特別の利益の供与の有無
有・① 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は

特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対する寄附の

有無

有・① 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

C主意事項)

・ 「認定基準等チェック表 (第 4表)」 は、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時においても記載

及び黍付する必要があります。その場合、l冨に基準等チェック表 第4表 (次葉)」 (ハ及び二)の記載及び添付の必要はありま

せん。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類Dに記載した事項につい

て、添付を省略することができます。

′



書式第 13号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 5表)

C主意事項D

・ 認定基準等チェック表第5表は、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬観程等提出書類)の提出時|●i」汲び添付する必要

があります。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、添付の必要はありません。

法人名 特定非営利活動法人 フレンズ・ウィズアウト・ア・ボーダーJAP� チェック欄

5 次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこれをその事

務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

二 役員報酬又は職員給与の支陰に関する規程

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他一定の事

項等を記載した書類

へ 助成の実績並びに海外送金等の金額及び使途並びにその予定日を記載した書類

′

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合に1よ 正当な理由がある場合を除きこれをそ

の事務所において閲覧させることに同意する。

※固覧に関する細則 (」ノ萌誤D等がある場合に:よ 柳 1(たb勺規RD等を添付してくださしヽ

曰   喜

ノーヽ∪  思
/    ヽ

 ヽ する ノ
｀、__ノ

しない

イ

① 事業報告書等 (事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち10人以上の者の

氏名及び住所又は居所を記した書面)

② 役員名簿

③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記事項証明書の写し)

ロ 各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

前事業年度の役員報酬又は顧 給与の支給に関する規程

ホ

次の事項を記載した書類

① 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項
。 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位5者との取引

・ 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特殊

の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法人に対する

寄附金の額の事業年度中の合計額が20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月

日

⑤ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

⑥ 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日

⑦ 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日

ヘ 助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し



書式第14号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表 )

法人名 特定非営利活動法人 フレンズ・ウィズアウト・ア・ボーダーJAPAN

認定基準等チェック表  (第 6表 )

認定基準等チェック表 (第 7表)

認定基準等チェック表  (第 8表)

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過し

ていること

チェック欄

事業年度 月  日～  月  日 設立年月日 平成  年  月  日

(注意1事]D

・ 法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬開程等提出書類)の提出時に当たって|よ 認定基準等チェック表 (第 6表及び第8詢

は、記載する必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)の記載の必要はありません。また、法第

55条第1項に基づく書類 (役員欄酬規程等提出書類)に記載した事項について、改めて記載する必要はありません。

6 実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等を同法第

29条の規定により所轄庁に提出していること

チェック‖嗣

特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等の所轄庁への提出の有無

③
ヽ
ツ

イ
ヽ ◎ ① ◎ ①

有 ・ 無 有 霊
ヽ

有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

7 法令又l£去令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの

利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

チェック市厠

′

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利益を得、又は得ようとした事実

その他公益に反する事実の有無

注・認定基準等チェック表 (第 7表)|よ 法第55条第l項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に記職及

び黍付する必要があります。

③ ⑥ ◎ ③ ◎ ① 申 請 時

有・① 有 ・ 無 有 ・ 無 有 猛
小

有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無



書式第15号 (法第44条・51条・58条関係)

欠格事由チェック表

法人名 特定非営利活動法人 フレンズ・ウィズアウト・ア・ボーダーJf� チェック欄

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の基準にかかわらず、次のいずれかの欠格事由に該当する法人
は認定、特例認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合
イ 認定鸞定非|‖11着働ま人

"口
走を取り消され●●合又は特

"國
國輛υ腱好1嬌口藤ハめ鮨輌口

=“
り消され

た場合において.壽 しの原因となつた,実があった日以前:年内に当ロロ
"い

時た

'H"1嬌
1わしヽ 又は当腋臀

例口定特定り贈利岩雌表人のその1嗜締 理事であった者でそつ取消しの日から5年を
=過

しないもの
口 黎錮以上の利に処せられ てτ喘行を腱わった日又はその摯,を受|ナることがなくなつた日から6年を饉過しな
い者

ハ 特定ブ1営利洒口

"3●
オ着しくは●カロ員不当行為防止漱に選長したことにより.着しくは

"法
2“彙等‐

'若
しくは晏力行為ヽ 輌8籠

"黎

つ罪を1:したことにより.測ま嚇 しく:J噛力椰0こ口するヨ中に迪反したことにより.

■金

“

山 せられ、モ
`瀑

行力●
=わ

った日又はそ
`瀬

行を受けることがなくなった日から5年

`椰
こしない者

二 ●カロのn威嬌 餃
'2 認定又は特,日室を取り消されその取消しの日から5年を経過しないま人

3 麹

“"口
|口■の中 に違反している法人

4 □腱測3地方種のメ輸出

`分

の颯行がされているもの又は当欧澤納山,の書了の日から3年を終畳しなιヽ訳  (2
星_壼iロロ!=:E型,日:=21i菫 :重!コ:L」口iに≧里:口壁には,_面□囲口!口IE:壺コ:ら1壼1=]:Lコ :」目1口口EIL工この■1_菫」

I

`5 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人
6 次のいずれかに該当する法人
イ 暴力団
口 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人

役員のうち、次のいずれかに該当する者の有無

認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営千1脂動法人が特例認定

を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該認定

特定非営利活動法人又は当該特例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でそ

の取消しの日から5年を経過しない者の有無

有・①

禁鋼以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から

5年を経過しない者の有無
有・①

特定非営利活動促進法若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは

刑法第 204条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に

関する法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行が終わった日又はその執行を受

けることがなくなった日から5年を経過しない者の有無

有 ぬ`
Cン

暴力団の構成員等の有無 有。①

はい いいえ認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人

は い いいえう
０ 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人

。いいえはし4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しない法人

耐
議

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、」ュ昼里L奎」g」堕登厘重」國幽口壺量退盤塾ユL生二埜1±空:塁LLと独自延壁菫

」量2」 _並び:こ因1盤艶1道丞!』1塗!菫!塑!笙菫lE:型!堕1壁曇:奎二重:」[墾:生12:』1墜!口!型!曇!墨‐登!塾!壁:塾:堕!墜:自!壁:L:壁菫 と__
(注 1)その他の事務,アがある場合は、その他の事務所所在の滞納処分に係る納税証明書も添付すること

(注 2)役員報酬規程等提雌 |には添イ寸不要

ltr, ( . r,.l,e国税に係る重加算税又はナ防 税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人

次のいずヤめヽに該当する法人 2====ゝ

131r( urr,r;i-暴力団

trr.1.,iM暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人

′

Xこ_三>




